
設計書情報提供実施要領（農政水産部） 
 

（目的） 

第１条 この要領は、滋賀県農政水産部が発注する建設工事および建設コンサルタント業

務委託等（以下、「建設工事等」という。）の設計積算に関する文書について、滋賀県情

報公開条例第２６条に基づく情報提供を実施するにあたり、必要となる事項を定めるこ

とを目的とする。  

 

（情報提供の対象） 

第２条 情報提供の対象とする文書は、建設工事等の入札に際し、予定価格を決定するた

めに作成する仕様書、設計書等の設計積算に関する文書のうち、積算書表紙、積算書鏡

（工事別鏡含む）、内訳表（全種類）、工事費明細書、単価型明細ブロック表、施工単価

表、未成単価表、共通単価表、特別単価表、施工パッケージ単価構成表により構成され

る文書（以下、「積算書」という。）とする。  

ただし、建築にかかる工事および業務委託の積算書は情報提供の対象外とする。  

なお、対象積算書は次の事項を全て満たすものでなければならない。  

（１）契約を締結していること  

（２）当該積算書の契約締結日の翌日から起算して３ヶ月を経過していること  

（３）滋賀県情報公開条例第６条のいずれかの号に該当する非公開情報を含まないこ

と  

 

（情報提供の実施機関） 

第３条 情報提供を実施する機関は、情報提供の対象となる積算書を所管する農政水産部

内の本庁各課および地方機関（以下、「実施機関」という。）とする。  

 

（情報提供の依頼） 

第４条 情報提供を依頼する者（以下、「依頼者」という。）は、対象とする積算書を所管

する実施機関に対し、設計書情報提供依頼書（様式第１号）を直接持参するか、もしく

は郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法により提出することにより行うものとする。  

 

（情報提供の実施通知） 

第５条 実施機関は、設計書情報提供依頼書の提出があった日の翌日から起算して１５日

以内に、設計書情報提供通知書（様式第２号）により、依頼者に情報提供を行う旨を通

知しなければならない。  

 

（情報提供の方法） 

第６条 情報提供の方法は、対象となる積算書を所管する実施機関において閲覧に付すか、

または、写しの交付によるものとする。閲覧による場合は、閲覧場所および閲覧日時を

設計書情報提供通知書に記載し通知するものとする。写しの交付による場合は、写しの

交付に必要な費用を徴収した後に、手交または郵送により行うものとする。  



 

（情報提供の費用負担） 

第７条 写しの交付による場合、依頼者は、写しの作成および送付に要する費用を負担し

なければならない。費用の負担は、滋賀県が定める情報公開の事務取扱要領によるもの

とする。  

 

（情報提供不可の場合の取り扱い） 

第８条 本要領第２条に定める要件を満たさない場合、または、該当する積算書が不存在

等の理由により情報提供ができない場合、実施機関は依頼者に対して、設計書情報提供

不可通知書（様式第３号）により情報提供ができない旨を通知するものとする。  

 

（補則） 

第９条 この要領に定めるもののほか、積算書の情報提供に関し必要な事項は、別に定め

る。  

 

付則 

この要領は、平成２９年１２月１５日から施行する。  

この一部改正は、平成３０年５月１日から適用する。  

この一部改正は、令和２年３月２日から適用する。  

この一部改正は、令和２年１１月１８日から適用する。  

この一部改正は、令和３年５月１７日から適用する。  


